
令和６年度 県単 諏訪湖等管理事業に伴う 

釜口水門電気保安管理業務（令和６年～８年度） 特記仕様書 

 

 

１ 適用範囲 

   この特記仕様書は、諏訪建設事務所が委託する「令和６年度 県単 諏訪湖等管

理事業に伴う釜口水門電気保安管理業務（令和６年～８年度）」に適用する。 

 

２ 業務箇所 

   岡谷市 湊 釜口水門 

 

３ 履行期間 

  令和６年４月１日から令和９年３月 31 日まで 

 

４ 適用基準等 

  本業務において遵守する法令等は下記のとおりとする。 

 (1) 電気事業法及び同施行規則 

 (2) 電気設備に関する技術基準を定める省令 

 (3) その他、関連法規 

 

５ 業務内容 

   点検内容は、別紙 点検・測定等の実施基準によるものとし、点検頻度は下記の

とおり実施すること。 

 (1) 通常点検 

   電気工作物の低圧電路の絶縁（漏電）を監視する為に絶縁監視装置を設置した場

合は、通常点検は、年６回（奇数月）行うものとする。 

   ただし、絶縁監視装置を設置しない場合は、通常点検は、年１２回行うものとす

る。 

   うち、１回は年次点検と同時に実施する。 

 (2) 年次点検 

   年次点検は、実施日時を委託者と協議して決定し、年１回以上行うものとする。

ただし、停電点検で行うかは事前に委託者と相談することができる。 

 (3) 特別点検 

   特別点検は、必要に応じて行うものとする。 

 (4) 工事中の点検 

   工事中の点検は、委託者の通知を受けて工事期間中、週１回行うものとする。 



 

 

６ 機器の設置 

   受託者は、電気工作物の低圧電路の絶縁（漏電）を監視する為に絶縁監視装置を

設置する場合は、下記のとおりとする。 

 (1) 絶縁監視装置は、委託者に協議の上、受託者が設置し、維持管理すること。 

 (2) 絶縁監視装置の設置及び維持管理に要する費用は、原則として受託者が負担する

こと。 

 (3) 委託者は、絶縁監視装置を設置する場所の提供、電気配線及び電話回線の利用に

ついて便宜を供するものとする。 

 (4) 委託者は、絶縁監視装置を受託者に無断で移設、取外し、修理等を行わないもの

とする。 

 (5) 受託者は、委託者との委託契約が解除又は失効したときは、絶縁監視装置を撤去

すること。 

 (6) 絶縁監視装置の運用に支障があると認められた場合は、双方協議の上、絶縁監視

装置を撤去するものとする。 

 (7) 電気工作物の変更により、絶縁監視装置の設置に関して経済産業省告示第 249 号

第４条第８号に掲げる信頼性の高い需要設備の条件を満たさなくなったときは、双

方協議の上、絶縁監視装置を撤去するものとする。 

 

７ 点検者の資格等 

 (1) 受託者は、保安管理業務を実施する者（以下「点検者」という。）には、電気主

任技術者免状の交付を受けている者を従事させるものとし、住所、氏名、連絡先電

話番号及び主任技術者免状の写しを提出すること。 

 (2) 点検者は、必要に応じ補助者を同行し、業務の補佐をさせることができる。 

 

８ 特記事項 

 (1) 受託者は、点検日を事前に委託者に連絡し、了解を得ること。 

 (2) 点検に必要な測定機器、工具、安全作業に関する器材のほか、ウエスなどの消耗

品類は受託者が用意すること。また、使用した消耗品類は、適正に処分すること。 

 

９ 添付図面 

 (1) 釜口水門 位置図 

 (2) 釜口水門 構造図 

 (3) 釜口水門管理棟 各階平面図 

 (4) 釜口水門 単線結線図 


